
公益財団法人介護労働安定センター和歌山支部です。 
介護労働安定センターは「介護労働者の雇用管理改善に関する法律」（介護労働者法）に基づく厚生労働

大臣の指定法人として、介護事業所・職員の雇用管理改善支援や能力開発支援など、「介護労働に関する

総合的支援機関」としての様々な事業を実施している法人です。 HP には介護事業に携わる皆様に役立

つ情報が満載されていますので、是非ご覧ください。また都道府県別ページから「和歌山県」を選択する

と和歌山支部 HP がご覧になれます。雇用管理や能力開発関連のセミナー開催予定等、が掲載されていま

す。⇒  



 

 

 



②

①







６. 介護事業所の雇用管理業務に必須のバイブル２冊! 
                 （URL コードからのご紹介です。） 

          ※下記①②のみリンクアドレスが変更となります。ご留意ください。 

① 雇用管理改善のための業務推進マニュアル 

 

https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/1_all_96P_2.pdf 

https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/page3-2.html 

 

② 介護の雇用管理改善 CHECK&ACTION25 
～働きやすい・働きがいのある職場づくり～ 

               

政府の進める働き方改革の方向性を踏まえ、適正かつ適切な労務管理と職場環境の改善を進めることが基本と

なります。 

改善を進めるにあたっては、計画（PLAN)を実行（DO)するだけではなく、これを点検（CHECK）して、具体

的な活動（ACTION）に結びつけることが必要となります。 本書は、雇用管理上のポイントをどのような方策

によって実現していくかを 25 項目に取りまとめました。 

https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/Check%26action.pdf 

https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/checkaction25.html 

職員が安心して、意欲的に仕事に取り組んでもらうためには、労働条

件等の整備やモチベーション向上等の取組みが重要です。 

介護事業所における「 働きやすさ」、「働きがい」の観点から、第

１章は「働きやすさ」として労働基準法をはじめとする法定事項を、 

第２章は「働きがい」として人材確保・定着のために工夫すべき方策

として編纂しました。 

 





※ 

https://drive.google.com/file/d/1Np8GXIaxjuYpGaIlS178OiAO8gDqWS-T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UVbpMAF876iEwRHK9TrewNTmYHCvvhCo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EeRi_FkLqPiS9y_0X-JUZp72kFBVFQeI/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1oQSQBoHbNNLpTkKQDi_seEXHut6PxB6P/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1K_l1JLN1cTURuVs8K9ZiF6DsaebBEKqb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ba6i4fykx6FWziHUvN6pAxHuGyuzOK7y/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1jZgxrhHH5fQV6lLeKSJIKNhrBPcu3B91/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T1CPFoP1EBo3m7H8G5ObOkaBbmqTKkCH/view?usp=sharing

 

 

※ 

※ 


